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北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の 
一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年８月１４日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市条例第３２号 

北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関   

する条例の一部を改正する条例 
北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（ 

昭和４１年北九州市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 
第３条第２項第２号ア中「古賀市」を「行橋市、古賀市」に改め、「香春町 

」の次に「、苅田町」を加え、同号イ中「２万３，０００立方メートル」を「 
３万８，７００立方メートル」に改める。 

付 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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